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「テント」商品形態・不正競争行為差止等請求事件
－東京地裁平成27(ワ)21853・平成29年２月24日（民40部）判決＜請求棄却＞－

〔キーワード〕商品形態の模倣（不競法２条１項３

号）、保護期間の終了（法19条１項５号イ）、商

品形態のデッドコピー、商品形態の類似

【事案の概要】
１　本件は、原告（有限会社リツコ）が、被告（タ

ンスのゲン株式会社）の販売する別紙被告商品目
録記載のテント（以下「被告テント」という。）は、
原告の商品の形態を模倣したものであると主張
し、被告に対し不正競争防止法（以下「不競法」
という。）２条１項３号、３条１項、２項に基づき、
被告テントの販売等の差止め及び廃棄を求めると
ともに、同法４条、５条２項に基づき、損害合計
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500万円及びこれに対する不法行為の後の日であ
る平成27年９月４日（本訴状送達の日の翌日）か
ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅
延損害金の支払を求めた事案である。

なお、原告は、被告の他の製品に関しても、意
匠権侵害を理由に販売等の差止め及び廃棄並びに
損害賠償を請求していたが、この請求部分につい
ては当審において和解が成立している。

２　前提事実（当事者間に争いのない事実又は弁論

の全趣旨により容易に認定できる事実）

（１）　当事者

原告は、小間物又は日用品雑貨類の輸入又は
販売等を目的とする会社である。（弁論の全趣
旨）

被告は、インターネットによる通信販売等を
目的とする会社である。（弁論の全趣旨）

（２）　原告の商品

原告は、「ＦＩＥＬＤＯＯＲ」とのブランドに
よるワンタッチ式のタープテント（以下「原告
テント」という。）を日本国内で販売している。

本件において原告は、原告テントには①平成
22年10月頃から販売されたモデル（以下「第１
世代」という。）、②平成25年10月15日から販売
されたモデル（以下「第２世代」という。）及び
③平成27年４月28日から販売されたモデル（以
下「第３世代」という。）が存在すると主張して
いる。

（３）　被告テント

被告は、平成27年５月２日以降、被告テント
を日本国内で販売している。（弁論の全趣旨）

３　争点

（１）　原告の請求主体性
（２）　「商品の形態」該当性
（３）　被告テントの構成態様
（４）　「模倣」の有無
（５）　不競法19条１項５号イ（保護期間の終了）

適用の可否
（６）　損害発生の有無及びその額

【判　　断】
１　争点（５）（不競法19条１項５号イ〔保護期間

の終了〕適用の可否）について

事案に鑑み、争点（５）について判断する。
（１）　不競法２条１項３号及び19条１項５号イは、

他人の「商品」が日本国内において「最初に販
売された日」から起算して３年を経過しない間
に限り、当該商品の形態を模倣した商品の譲渡
行為等を不正競争行為に当たるとしたものであ
る。その趣旨は、同法１条の事業者間の公正な
競争等を確保するという目的に鑑み、開発に時
間も費用もかけず、先行投資した他人の商品形
態を模倣した商品を製造・販売し、投資に伴う
危険負担を回避して市場に参入しようとするこ
とは公正とはいえないから、そのような行為を
不正競争行為として禁ずることにしたものと解
される。

このことからすれば、不競法19条１項５号イ
の「最初に販売された日」に係る「商品」とは、
保護を求める商品の形態を具備した最初の商品
を意味するのであって、このような商品の形態
を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品を意
味するものではないと解すべきである。

（２）　これを本件についてみるに、原告は、原告
テントの第２世代を第１世代と比較すると、①
高さ調節を変更した点、②シルバーコーティン
グによるＵＶカット加工を施した点、③支柱を
覆う細長い天幕のデザインを変更した点、④収
納バッグの色を変更した点、⑤耐水圧及びシー
ムシーリングを施した点で異なるから、上記

「商品」とは第２世代の原告テントを指し、その
販売開始日である平成25年10月15日を「最初に
販売された日」とすべき旨主張する。

しかし、本件全証拠を精査しても、そもそも
原告テントに第１世代と第２世代があり、第２
世代は第１世代と上記①ないし⑤の全ての点で
異なっていることを示すに足りる的確な証拠は
見当たらない。

この点に関して原告は、「タープテント史」と
題する書面（甲13の１）にその旨記載されてい
るかのように主張するが、原告作成の証拠説明


